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○議事日程〔 第１号 〕 

 ６月９日（火曜日）午前１０時 開会 

 ※開会宣告 

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 
日程第２  会期の決定 
日程第３   第３８号議案から第４４号議案まで及

び報第４号から報第１０号まで上程 

       提案理由説明 

       質  疑 

       委員会付託 

       ［ただし、報第４号から報第１０号

までは除く］ 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

 

○出席議員（２２名） 

１  番 近 藤 紀 男 
２ 番 成 重 博 文 
３  番  安 達    隆 
４  番  尾 上 真 一 
５  番    山  田  秀  夫 
６  番  松 本 博 彰 
７ 番   中山田  健  晴 
８  番    河  野  徳  久 
９  番    明 石 光 子 
１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 
１２  番    鴛  海  政  幸 
１３  番    後  藤  龍太郎  
１４  番    安  東  正  洋 
１５  番    北 崎 安 行 
１６  番    川 原  直 記 
１７  番    河  野  正  春 
１８  番    山 本 博 文 
１９  番    菅    健 雄 
２０  番    堂 園 慶 吾 
２１  番    徳 永   浄 
２２  番    大  石  忠 昭 

 
○欠席議員（０名） 

 

 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長   甲 斐 智 光 

議 事 係 長   清 水 栄 二 

庶 務 係 長    伊 藤 康 輔 

書    記    近 藤 浩 二 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長   永 松 博 文 

副  市  長   都 甲 昌 叡 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            安 東 洋 義 
市参事兼真玉市民センター長 

  岩 永 澄 雄 
市参事兼香々地市民センター長 

  大 園 栄 治 
市参事兼企画情報課長   中 嶋 栄 治 

市参事兼税務課長   尾 造 正 直 
市参事兼消防長   福 光 博 文 
総 務 課 長           桒 原 茂 彦 

財 政 課 長      増 田 正 義 
市 民 課 長   橋 本 和 明 
保 険 年 金 課 長   南 松 豊 久 
子育て・健康推進課長   安 東 道 男 
環 境 課 長       後 藤 則 隆 
商 工 観 光 課 長   佐 藤 之 則 
農 林 振 興 課 長    井 上 晃 一 
農 地 整 備 課 長   河 野 義 雄 
建  設  課  長   野 村 信 隆 
下 水 道 課 長   佐 當 公 夫 
福 祉 事 務 所 長   安 東 良 介 
水 道 課 長   甲 斐 好 信 
総 務 法 規 係 長       佐々木 真 治 
秘 書 係 長     飯 沼 憲 一 

   
教育庁 
教  育  長    河 野   潔 
総 務 課 長   奥 田 秀 穂 
学 校 教 育 課 長   早 田 義司郎  

 

○議長（鴛海政幸君） おはようございます。 

ただ今の出席議員は２２名で、議員全員の出席で

あります。よって、平成２１年第２回豊後高田市議

会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

平成２１年第２回豊後高田市議会定例会会議録（第１号） 
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この際、諸般の報告をいたします。 

 お手元に配付いたしました事務報告書のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

○議長（鴛海政幸君） これより本日の会議を開き

ます。 

 市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

○議長（鴛海政幸君） 日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に５番山田秀夫君及び６番松本博

彰君を指名いたします。 

○議長（鴛海政幸君） 日程第２、会期の決定を議

題といたします。 

 おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から６月１７日までの

９日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鴛海政幸君） ご異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から６月１７日

までの９日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してあ

ります会議予定表のとおりであります。 

○議長（鴛海政幸君） 日程第３、第３８号議案か

ら第４４号議案まで及び報第４号から報第１０号ま

でを一括議題といたします。 

○議長（鴛海政幸君） 提案理由の説明を求めます。

市長永松博文君。 

○市長（永松博文君） 本日ここに第２回定例会を

招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙中に

もかかわりませず、ご出席くださいまして誠にあり

がとうございます。 

まず最初に、今期私が目指します市政について述

べさせていただきます。 

前期は、合併後の新たな豊後高田市の市長として

４年間、「融和・活力・健康」を基本方針に掲げ、合

併して一つの同じ市民となった全員が、仲良く生活

しようという気持ちになっていただくことを第１と

するとともに、各種産業と教育の振興による市の活

性化と、市民の健康に全力を注いでまいりました。

この間、昭和の町は観光客も３０万人を超え、全国

的にも観光地と認められるようになりました。また、

子育て支援や教育のまちづくりも県下で評価をいた

だき、企業立地は新規立地１１社、増設５社と進み

ました。しかしながら、人口の減少や火葬場建設な

どの課題が残りました。 

今期目指しますものは、市民の「ひとりひとり夢

のあるまち」づくりであります。そのため四つの重

点施策に取り組んでまいります。まず第１は「安心

して暮らせるふるさとづくり」、第２は「ふるさとを

興す産業の振興」、そして第３は「人にやさしい福祉

の推進」、第４は「未来を拓く人材の育成」でありま

す。 

その具体的なものといたしましては、子どもには

中央公園の整備や図書館の建設であります。そして

働く人には育児、保育、教育を充実させ、共働きを

して子育てが充分できる環境づくりを行い、高齢者

には楽しく過ごせる「高齢者のまち玉津づくり」を

行います。 

産業振興としては、後継者が育つ大規模農業を始

め、高齢者や女性等を中心とした小規模農業を推進

するとともに、農業等と連携した「食」の観光や、

仏教文化の活用による国東半島を中心とした広域観

光を推進します。 

また、大分県一となった教育については、学びの

２１世紀塾のさらなる充実により、教育のまちづく

りをさらに推進したいと思っております。 

これからも初心を忘れず、議員を始め市民皆様の

声をお聴きしながら、以上四つの施策を今後展開し、

「小さくてもキラリと光るまち豊後高田」を目指し

てまいりますので、ご支援・ご協力を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

それでは、諸般の報告を申し上げます。 

５月２７日にごみゼロぶんごたかだ推進大会を開

催いたしまして、長年各地域で廃棄物減量等推進員

としてご尽力いただいている方々への功労者表彰を

始め、環境標語優秀作品の表彰、講演会、ごみゼロ

市民宣言などを行いました。 

次に、環境省が広く全国の自治体から募集した「２

１世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進

事業」に応募した本市が、大変喜ばしいことに２０

団体のモデル地域の一つに選ばれました。これは、

本市が提案した構想が評価されるとともに、「昭和の

町」やごみゼロスタンプラリー、キャンドルナイト、

打ち水大作戦など市を挙げて行っております環境啓

発活動も高く評価された結果であると考えておりま

す。 

次に、４月３０日に中津市が定住自立圏構想によ

る中心市宣言をし、中津市と近隣の３市３町で定住

自立圏を形成することとしました。本市もこの構想
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による圏域の中で、懸案の小児救急医療センターを

中津市民病院を核として確立することなどを目指し

て、今後、協議を行うこととなります。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案及び

報告につきまして、その大要をご説明申し上げます。 

 初めに、予算関係の議案及び報告についてでござ

います。 

第３８号議案の平成２１年度豊後高田市一般会計

補正予算（第２号）につきましては、市長選挙の実

施に伴い、当初予算を義務的経費、経常的経費を中

心とした骨格予算として編成しましたことから、政

策的経費や新規事業の肉付予算を計上するものでご

ざいます。 

まず総務費では、高齢者のケーブルテレビ宅内工

事費補助金、ふるさと雇用再生特別交付金を活用し

た歴史発掘調査事業費、防犯灯維持費補助金、地方

消費者行政活性化事業費等を計上しています。 

民生費では、安否確認見守りネットワーク事業費、

ふるさと雇用再生特別交付金を活用した子育て支援

拠点づくり事業費、敬老会事業費等を計上していま

す。 

 衛生費では、２１世紀環境共生型モデル住宅建設

事業費、宇佐高田地域成人病検診センター検査機器

導入事業費等を計上しています。 

 労働費では、「昭和館・学びの部屋」事業を実施す

るための勤労青少年ホーム改修事業費等を計上して

います。 

 農林水産業費では、ふるさと雇用再生特別交付金

を活用した農政推進アドバイザー設置事業費、豊後

高田市ブランド育成推進事業費、豊後高田そば産地

確立事業費、有害鳥獣被害防止対策事業費、竹林整

備活用事業費、強い水産業づくり交付金事業費等を

計上しています。 

 商工費では、広域観光周遊ツール整備事業費、地

域観光連携推進事業費、地域創造支援事業費、地域

活力創造事業費等を計上しています。 

 土木費では、道路新設改良費、市道等清掃事業費、

中央公園整備事業費、地域住宅交付金事業費、定住

促進事業費等を計上しています。 

 消防費では、消防庁舎建設事業費、新型インフル

エンザ対策事業費等を計上しています。 

教育費では、小・中学校ＡＥＤ整備事業費、豊か

な体験活動推進事業費、心を育てる体験活動推進事

業費、英語教育改善のための調査研究事業費、中学

校武道必修化実践研究事業費、文化財保護事業費等

を計上しています。 

補正予算の総額は、１７億５７５万３，０００円

の増額で、補正後の予算総額は１３４億４，８４２

万２，０００円となり、平成２０年度一般会計当初

予算に比べ９，３６１万１，０００円、０．７パー

セントの増となります。 

第３９号議案の平成２１年度豊後高田市老人保健

特別会計補正予算（第１号）につきましては、平成

２０年度分の社会保険診療報酬支払基金に対する交

付金の精算還付金及び一般会計に対する繰出金を計

上しており、補正予算の総額は１，１３８万円の増

額で、補正後の予算総額は１，７３９万５，０００

円となります。 

第４０号議案の平成２１年度豊後高田市介護保険

特別会計補正予算（第１号）につきましては、地域

相談体制強化事業費を計上しており、補正予算の総

額は１３８万６，０００円の増額で、補正後の予算

総額は２４億４，２４１万５，０００円となります。 

第４１号議案の平成２１年度豊後高田市簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

簡易水道統合整備事業費を計上しており、補正予算

の総額は３１５万円の増額で、補正後の予算総額は

５，３３６万円となります。 

第４２号議案の平成２１年度豊後高田市水道事業

会計補正予算（第１号）につきましては、桂橋仮人

道橋設置工事に伴う上水道配水管仮設工事費、水源

拡張に伴う水道事業変更認可申請書作成業務委託費

等を計上しており、補正額につきましては、資本的

収入を４１万円増額し、資本的支出を１，１３８万

９，０００円増額するものです。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額１，０９７万９，０００円は、当年度損益勘定

留保資金６９４万円及び当年度未処分利益剰余金４

０３万９，０００円で補てんします。 

報第４号の平成２０年度豊後高田市一般会計予算

繰越明許費繰越計算書につきましては、定額給付金

給付事業費、子育て応援特別手当給付事業費、道整

備交付金事業費及びまちづくり交付金事業費を繰り

越したので報告するものでございます。 

報第５号の平成２０年度豊後高田市水道事業会計

予算の繰り越しにつきましては、桂橋仮人道橋設置

工事に伴う上水道配水管仮設工事の繰越額を報告す

るものでございます。 

次に、予算関係以外の議案及び報告についてでご

ざいます。 
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第４３号議案の豊後高田市敬老年金条例の廃止に

つきましては、県下の状況等を踏まえた高齢者施策

の包括的な見直しに伴い、敬老年金を廃止するもの

でございます。 

廃止に伴う新たな高齢者施策として、ひとり暮ら

し高齢者等が住みなれた地域の中で安全で安心して

生活できるようケーブルネットワークを利用した緊

急通報システム事業及び安否確認見守りネットワー

ク事業を実施し、日常生活上の安全の確保及び精神

的な不安を解消し、高齢者等の福祉の増進を図りま

す。また、一人でも多くの方々がケーブルネットワー

ク事業に加入していただき、これらのサービスが利

用しやすくなるような施策を行います。 

第４４号議案の豊後高田市議会の議決すべき事件

に関する条例の制定につきましては、先程申し上げ

ました中津市を中心市とする定住自立圏構想を推進

するための手続きの中で、本市と中心市であります

中津市との間で、役割分担や連携項目を明示する定

住自立圏形成協定の締結が必要となっており、この

協定の締結等に際しましては議会の議決が必要であ

りますので、議決をするための必要な事項を定める

ものでございます。 

報第６号から報第９号までにつきましては、豊後

高田市土地開発公社、株式会社スパランド真玉、社

団法人豊後高田市農業公社及び豊後高田市観光まち

づくり株式会社の経営状況を説明する書類を提出す

るものでございます。 

報第１０号の損害賠償の額の決定及び示談につき

ましては、地方自治法第１８０条第１項の規定に基

づき専決処分したので、同条第２項の規定により報

告するものでございます。 

 以上で本定例会に提案いたしました議案及び報告

についての説明を終わります。 

何とぞ慎重審議の上、ご協賛賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（鴛海政幸君） 次に、これより第３８号議

案から第４４号議案まで及び報第４号から報第１０

号までの質疑に入ります。 

 初めに、議員各位にお知らせをします。 

質疑及び質問に関連して、５番山田秀夫君及び２

２番大石忠昭君から資料要求があり、市長に提出依

頼をしたところ、お手元にお配りのとおり提出があ

りましたので、ご了承願います。 

○議長（鴛海政幸君） 次に、この際、議事整理の

ため申し上げます。 

 各議員の発言は、申し合わせの発言時間内におい

てお願いいたします。また、質疑は通告に基づき行っ

てください。 

 なお、執行部は、質疑通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について質疑があった場合は、

議長にお知らせください。 

 議案質疑通告表の順序により、発言を許します。

○議長（鴛海政幸君） ９番明石光子君。 

○９番（明石光子君） ９番明石光子でございます。

通告に基づき、議案質疑並びに関連する一般質問を

行います。 

 初めは、３８号議案一般会計補正予算についてで

す。 

 先程、市長より提案理由説明の中でも若干説明が

ありましたが、４款衛生費の中の６目環境保全対策

費として、補正額８，０００万円が計上されており

ます。予算の主なものは、住宅整備工事費６，９３

０万円となっていますが、事業内容について説明を

していただきたいと思います。 

 次に、関連する一般質問ですが、２１世紀は環境

の世紀と言われるように、地球温暖化や環境問題が

世界規模で大きな課題となっております。特に、最

近ではエコということばが日常語に使われるくらい、

環境問題が生活の一部として浸透してきたことを実

感しているところです。 

 今回、補正が組まれた住宅整備については、今年

３月、環境省が家庭部門からのＣＯ２、二酸化炭素の

排出量を削減するために、エコハウスのモデル住宅

を整備する自治体に上限１億円を全額補助するとい

う公募に対し応募した豊後高田市が見事に選ばれ、

実施されるわけですが、今後、どのような形で事業

が進められていくのか、またモデルハウスとしての

活用方法についてもお尋ねをいたします。 

 次は、５款労働費２目勤労青少年ホーム費として、

１７６万円補正をされております。この財源と予算

の内訳についてお伺いします。 

 今回の施設改修については、先の定例会で明らか

にされました勤労青少年ホームを利用しての放課後

学習教室を開設するための措置だと思いますが、開

設に向けて、今後のスケジュールについてお聞かせ

ください。 

 次は、８款土木費の中の８節報償費と１３節委託

料の合計補正額３１４万円についてお尋ねいたしま

す。 

 過疎と高齢化が進む中で、自治区によっては市道
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等の清掃作業が困難な状況となっております。自治

会からの要望も受け、今回の予算が提案されたわけ

ですが、報償金と汚泥等処理委託料の取り扱いにつ

いて説明を求めます。 

 次は、第４４号議案についてです。 

 本議案では、初めて地方自治法第９６条第２項の

規定に基づき議決事件を定めるものですが、まず定

住自立圏構想とはどのようなものか、議案の概要説

明だけでは理解しがたい部分もありますので、より

具体的な説明を求めます。また、本条例での議決事

件対象は、定住自立圏構想を推進する上でどのよう

なものであるのか、お尋ねいたします。 

 次に、関連する一般質問ですが、現在、中津市を

中心とした構想について協議中とされていますが、

協議中の具体的な取り組みとしてはどのようなこと

が検討されているのでしょうか。あわせて、今後の

推進予定や構想での事業推進上の優遇措置等につい

てもお尋ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 環境課長後藤則隆君。 

○環境課長（後藤則隆君） それでは、環境保全対

策事業についてお答えいたします。 

 この事業は、環境省が広く全国の自治体に募集を

行った事業で、全国５８の地方公共団体から応募が

あった中から、２０団体をモデル地域として選定し

て実施する２１世紀環境共生型住宅のモデル整備事

業による建設促進事業であります。九州では、本市

のほか、環境対策で全国的にも有名な都市である北

九州市と水俣市の２箇所だけが選ばれました。こう

した環境の分野で、先進的な都市と肩を並べて選ば

れたことを非常に光栄に思っているところでござい

ます。 

 事業の内容は、地元産の建材の活用と最先端の住

宅環境対策技術を取り入れて、周辺の環境と調和等

を考慮した、環境に配慮した環境共生型モデル住宅

を建設して、地域に合ったエコハウスの需要と住宅

と環境対策の普及を目的にした事業であります。今

回の補正では、木造平屋建てと木造２階建ての２棟

を市内に建設する経費と、エコハウスに対する知識

や技術を高めるための勉強会の開催など、環境共生

型住宅の普及推進に必要な事務費を含む総額で８，

０００万円を予算計上したものであります。 

 また、この事業は、補助率１００パーセントの事

業であります。今回、本市が提案いたしましたエコ

ハウスは、昭和の初めの農村地域に多くあった土壁

と土間のある家を計画したものであります。土壁は、

伝統工法の竹小舞で、自然素材による保温及び調湿

機能を活かす設計を提案いたしました。こうした地

元産の建材の活用と環境に配慮した工法等を通じて、

地域の気候風土や自然資源等を利用するとともに、

最先端の住宅環境対策技術を取り入れて、快適で健

康な安心して住める環境と調和した住宅を整備する

計画が評価されたものであります。 

 特に、本市が選ばれた理由の中で、昭和の古いも

のを活用して地域の活性化を図る昭和の町の取り組

みや、ごみゼロスタンプラリー、キャンドルナイト、

打ち水大作戦など、市の環境啓発活動が高く評価さ

れたことは大変な喜びであり、誇りにすべきことと

思います。 

 今後は、モニター制度などによるデータの分析や

住まい手の意識調査などを行いながら、地域におけ

るエコハウスの普及推進と、このモデル住宅を拠点

にした定住対策などの地域活性化を計画してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君） 第３８号議案の勤

労青少年ホーム費に関する補正予算のご質疑に関し

てお答えいたします。 

 今回の補正は、昭和館・学びの部屋の実施に伴い、

勤労青少年ホームの関係する施設について整備する

ものでございます。整備箇所につきましては、２階

の大講習会室と和室でございますが、箇所ごとにご

説明させていただきます。 

 まず、２階の大講習会室でございますが、入り口

扉とサッシの額縁塗装、一部クロス修繕等を行うも

のでございまして、その経費を修繕料として計上し

ております。それから、据え置き型のエアコン、そ

してレースのカーテンを設置したいと考えておりま

すので、その経費を庁用器具費として計上しており

ます。 

 次に、２階の和室につきましては、１２畳分の畳

がえを行うものでございまして、その経費を建具等

購入費として計上しております。以上の整備に伴い、

事業の合計として１７６万円、財源は地域振興基金

でございます。 

 基本的には、児童が学習しやすい環境ということ

で整備を行ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（鴛海政幸君） 教育庁学校教育課長早田義
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司郎君。 

○教育庁学校教育課長（早田義司郎君） 明石議員

の第３８号議案、勤労青少年ホーム費の活用内容に

つきましてお答えいたします。 

 本年第１回定例会で、明石議員のご質問にこの事

業の予定をお答えいたしましたが、事業の内容がま

とまりましたので、お答えいたします。 

 この事業は、勤労青少年ホーム２階で、小学４年

生から６年生を対象に、月曜日から金曜日の放課後、

宿題や学習課題を中心とした学習支援を行っていき

ます。その支援には教職員ＯＢを充てることで検討

を進めており、常時２名体制で児童の学習支援に当

たることにしております。 

 事業開始につきましては、９月７日を予定してお

り、塾生の募集につきましては、６月から各関係機

関団体等にこの事業の概要を説明し、７月から募集

に入る予定であります。 

 この取り組みが、児童の基礎学力の向上につなが

ることを期待しておりますし、さらなる教育のまち

づくりの推進に努力してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君） それでは、３８号議案

の道路橋りょう総務費の報償金についてお答えいた

します。 

 集落内の市道の草刈り等につきましては、これま

で地元の皆様方のご理解の下、ご協力をお願いして

きたところでありますが、過疎、高齢化の進展に伴

い、その負担も年々増加してきております。これま

で、各自治会において、ボランティアで集落内の草

刈りや側溝の清掃を実施していただいておりました

が、今回、これらの負担に報いる意味で、充分とは

言えませんが、報償金をお支払いすることとしたと

ころであります。 

 また、汚泥等処理業務委託料は、町部における側

溝の清掃に伴い発生した汚泥で、集落内で処理でき

ないものにつきまして、市がその処理を行うための

業務委託料であります。 

 なお、申請につきましては自治会単位といたしま

すので、予算議決をいただきましたら、各自治委員

あてに申請依頼の通知と申請用紙を発送したいと考

えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（鴛海政幸君） 市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君） 第４４号

議案に関する質疑についてお答えいたします。 

 定住自立圏構想は、平成２０年７月に総務省が発

表し、同年１２月２６日付で定住自立圏構想推進要

綱として制度化されたものでございます。本構想は、

人口の減少や少子高齢化の進行する中で、地方圏に

おいて安心して暮らせる地域の構築と、都市圏への

人口流出の食い止め、地方圏への人の流れの創出を

目的として、圏域全体の活性化を図ろうとするもの

でございます。本構想による中心市は、人口５万人

程度以上で、昼夜間人口比率が１以上の都市とされ、

県内で該当するのは中津市のみでございます。 

 定住自立圏の推進の流れといたしましては、まず

中心市となろうとする都市は、連携項目を掲げ、中

心市宣言を公表いたします。次に、中心市と周辺市

町村が役割分担を行い、連携することを明らかにす

る定住自立圏形成協定を締結いたします。本協定は、

中心市と周辺市町村が１対１で互いに連携協力する

具体的な取り組みを定めるもので、本協定の締結に

はお互いの議会の議決が必要であります。その後、

締結された協定や定住自立圏の将来像に基づき推進

する具体的取り組み等を定めるための定住自立圏共

生ビジョンを策定することとされております。 

 次に、本条例案で議決対象となる事件についてで

ありますが、定住自立圏推進要綱によりますと、定

住自立圏形成協定を締結する時、または締結された

協定を変更する時、さらに協定を終了させる場合に

行う廃止を求める旨の通告を行う時に、議会の議決

が必要と定められております。 

 次に、関連する一般質問についてお答えいたしま

す。 

 現在、協議中の具体的な取り組みといたしまして

は、次のような項目を予定いたしております。 

 県北医療圏域の中心的医療機関である中津市民病

院の小児救急を含む地域医療の確保につきましては、

以前から本市、中津、宇佐の３市において、共同し

て当たってまいりましたが、特に本市に小児科がな

くなった現状から、本市のみでは実現が困難である

小児救急医療の確保については喫緊の課題であり、

本制度を用いて、休日・夜間診療に対応する小児救

急センターの医療の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

 また、現在も中津市と共同で運営しております中

小企業の勤労者に対する福利厚生活動を推進するた

めの勤労者サービスセンターの運営を本構想の中で

行います。加えて、宇佐国見地域高規格道路及び県
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道２３号主要地方道中津高田線など、圏域のネット

ワーク化につながる道路網の整備などが促進される

ものであります。 

 さらに、人材の育成として、職員研修等の実施を

してまいります。 

 次に、今後のスケジュールについてでありますが、

４月３０日の中心市宣言を受け、中津市と定住自立

圏形成協定案の締結に向けた予定スケジュールの調

整を行っているところでございます。今後、連携項

目について、担当課ごとに整理、調整を行い、協定

書案を作成し、９月定例会への提案を予定いたして

おります。 

 議会の議決をいただいたあと、協定の締結調印を

行い、協定に基づく具体的取り組みを記載した定住

自立圏共生ビジョンの策定を予定いたしているとこ

ろでございます。 

 次に、定住自立圏域を形成することによる優遇措

置についてお答えいたします。 

 財政措置として、すでに中津市には事業推進に資

するための臨時交付金が上乗せ措置をされており、

加えて各年度、私どもへは１，０００万円程度、中

心市は４，０００万円程度の特別交付税の算入が見

込まれているところでございます。さらに、協定ま

たはビジョンに基づく基幹的施設の整備に係る圏域

内市町村の負担金につきましては、充当率９０パー

セント、交付税算入率３５パーセントと、有利な地

域活性化事業債の充当が可能となっております。 

 本市といたしましては、定住、子育て等に必要な

課題の克服のため、中津市民病院を核とした小児救

急医療センターのための連携を主体として本構想を

推進いたしたく、ご理解賜りますようによろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（鴛海政幸君） ９番明石光子君。 

○９番（明石光子君） それでは、再質疑を行いま

す。 

 ２１世紀環境共生型のモデル住宅を全国２０箇所

に整備し、これを活用した住宅環境対策に関する普

及活動を進めるということですが、家庭部門からの

ＣＯ２削減を目指すと同時に、一つは現在の不動産不

景気の直撃を受けている地域の工務店、あるいは建

設、造園等、関係する事業所にとっての経済対策の

一つにもなるのかなと思われますが、本事業を推進

する上での経済効果についてはどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（鴛海政幸君） 環境課長後藤則隆君。 

○環境課長（後藤則隆君） 議員ご指摘のこの事業

についての経済効果についてお答え申し上げます。 

 このモデルハウスの建設により、不動産の不況の

直撃を受けている地域の工務店や造園施工者に対し、

緊急の需要創出を図るだけではなく、地域の工務店

や造園施工者のエコハウスに対する知識や技術を高

め、これを共有することによって、地域におけるエ

コハウスの普及体制を強化することが期待できます。 

 また、地元の木材や建設資材を使用することで、

地域の地場産業への経済効果も期待できるものと思

います。 

 さらに、住民にエコハウスのメリット等を直接体

験してもらうことにより、エコハウスの需要を創出

することも可能であると考えられます。 

 こうしたことから、地元経済に及ぼす影響は少な

くないと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） ９番明石光子君。 

○９番（明石光子君） 終わります。 

○議長（鴛海政幸君） 議案質疑を続けます。 

２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） 日本共産党の大石であり

ます。議案質疑及び関連する一般質問を行いますの

で、質問の趣旨に応えて、明確な答弁を最初に要請

をしておきます。 

 第１は、３５号議案、今回の補正予算、これはま

たそれぞれ常任委員会で議論もされますけれども、

幾つかの点について質疑をしたいと思います。 

 最初は、各自治会が電気料を払っております防犯

灯の市の助成金の補正についてであります。 

 合併するまでは、旧豊後高田市は、それぞれ自治

会が負担しておる防犯灯の電気料の３割を年度末に

助成をしておりました。ところが、合併する以前に、

旧真玉、香々地はそういう制度がなかったために、

合併したことによって、これまで旧豊後高田市の予

算総額を全体に振り割ったために、これは一昨年の

１２月議会でも指摘しましたように、実績としては

１８パーセントまで補助額が下がったわけでありま

す。 

 このことを問題にしてきましたけれども、なかな

か予算の枠内でということで据え置かれたんですけ

れども、今回、国の交付金を使ってこういうことに

なったことは評価いたしますが、問題は、私も長い

間、区長をしておりましてわかるんですけれども、

私の調査によりますと、補助金が減らされたために、
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わざわざ申請することもないわと、申請しても申請

したわずか１８パーセントしか補助金がないという

ことで、申請を辞退した自治会があります。 

 よってですね、今回、８０万ほど補正しまして、

全額で約２００万になったと思うんですけれども、

やはり３割補助を実施するんだとね、予算の範囲内

ではなくて、あくまでも３割補助と、申請者が多か

れば、それはまた補正を組んででもですね、確実に

３割は負担するということを確認してよいのか。 

 それから、各自治会長あてに、防犯灯の補助金の

申請について、やはり申請書をこちらからそれぞれ

自治会長に送ると、やっぱり周知徹底をしてもらい

たいと、当然のことだと思うんですけど、それを確

認しておきます。 

 もう一点は、補助の対象なんです。昨日も、玉津

の中町の方と話しておりましたら、だれだれが区長

をしている時には４万あったんだと、いまは９，０

００円まで下げられたというように言っておりまし

たけれども、今度、大事な問題は、各昭和の町商店

街、あるいは玉津の入り口にも昭和の町の看板が造

りまして、電気代がかなりかかるようになっていま

すわね、それぞれのところで。そういう電気料や農

道、森から小田原に抜けたところの農道、ここに橋

が架かっていますけれども、この橋の電気料は地域

の方が負担していると聞いているんですけれども、

そういう電気料についても３割負担で助成できるの

か、見解を聞いておきます。 

 次が、敬老会についてであります。 

 これは、合併する前は、旧真玉は真玉、香々地は

香々地ということの１本で、バスで送り迎えまでし

まして、相当な敬老お祝い金も交付して、お年寄り

の１年に１回の楽しみでしたわね。ところが、旧豊

後高田の場合は、私も長い間、区長をしておりまし

てよく知っているんですけれども、婦人会がありま

して、婦人会主催で、桂陽区だったら桂陽小学校の

体育館を借りて実施しておったんですけれども、年々、

婦人会がなくなってしまいまして、現在は各自治会

の主催で実施すると。 

 自治会長さんによっては、本当にこれは迷惑なも

のだというところもありまして、やり方も別々です

ね、まちまちですね。市から1人７０歳以上のお年

寄りあてに１，０００円の補助金があると、これで

１，０００円だけ配って回るとか、あるいは１，０

００円も使うけれども、出席した方だけにその分も

使うとか、まちまちなんですけれども、今回、１人

当たり１，２００円に増額すると、この増額につい

ては評価いたします。 

 よって、合併協議会の協定書を読んでみますと、

当分の間は従来どおりやると、いつかの時点で変え

るということで、いまは平成２１年度ですか、２１

年度から変更するということなんですけれども、今

回の変更によっての補助の交付基準というんですか、

例えば、この前の議会の答弁を聞いておったら、事

務費的なもの云々とあったんだけども、１人１，２

００円というのは参加者に１，２００円なのか、そ

の地域におられる在籍者に対して１，２００円なの

か、その１，２００円というのは敬老会に参加しな

い人についても何らかの形で記念品なり何なりを贈

られることになるのか、参加者がいままで少ないで

しょう。これも調べていますけども、各自治体別で

もアンバラがものすごく大きいですわね。 

 だから、いわゆる補助金を増額したんだけれども、

やっぱり１年に１回の敬老のお祝いが、本当にお年

寄りがこの日を楽しみに、長生きしてよかったと言

えるよう、敬老会に充実してほしいと思いますので、

その辺をちょっと明確にしてもらって、行政指導も

してほしいと思うんですけれども、市長の見解をお

尋ねいたします。 

 次が、商工費について、今回６，９００万円の補

正をされました。その中身を分析してみますと、４，

４００万円については玉津の前の県信用の跡地の整

備ですね。これは、私が昨年の３月議会で時間をか

けて議論をした問題なんですけれども、現在の課長

に聞いてみましたら全然知らなかって、何だろうか

と。去年も予算を組んだ、今年も同じ予算なんです

ね。去年の３月議会、今度は６月議会に同じ予算な

んですけれども、何で流したかという問題があるん

だけど、前回の答弁では直ちにやりますという答弁

だったんですよね。だから、これもちょっと今回ま

た、市民から見れば、私なんかは合同新聞を見て、

また同じ予算が出ているのでびっくりしたんですけ

ども、何でそんなことになるのかね。 

 それから、あとの２，５００万ほどについては、

景観統一整備事業とか、空き店舗の改修事業とか、

それぞれ昭和の町に関連する予算なんですけれども、

問題は、もうすでに昭和の町関係だけで約６億円、

事業をやっているわけですね。今回、これだけまた

やるんですが、どれだけの実際の商店事業者から、

こういう事業をやってほしいと、もう一回補助金を

出してほしいというような要望があっての今回の補
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正予算なのか、いや、実際には要望がないんだけれ

ども、上から補助金を出すから、おまえたちしろと

いうことなのか、これは大きな違いなんですよね。

それぞれ何件を予定しているのか、実際に要望がな

んぼあったのか、そのうち玉津側では何件要望があっ

ているのか、お尋ねをしておきます。 

 あとは、道路の工事費で４億補正されているんで

すよね。これは、私も長年、振り返ってみますと、

豊後高田には消防車も救急車も入らないような道路

が余りにも多いと。だから、市長とか県会議員挙げ

て、いま、宇佐から国見までの高規格道路をやろう

ということで、お祭り騒ぎをしておりますけれども、

それよりは、そういう大型道路よりは市民が一番切

望している生活道路の改良工事を急げということで

議論もしましたし、場所まで挙げて議論したことが

ありますね。 

 例えば、宇佐と豊後高田の境にあります楢林、こ

こを行きますと、宇佐の部分だけは改良されておる、

高田になったらだめ、また宇佐になったらようなる

と。あるいは、市道、市道といっても、中核工業団

地に行く道路は大きいのができましたけども、その

途中から美和の郵便局に行く市道、関係者に言った

ら、ここだけが舗装してないんじゃないかと言われ

るぐらいに、市道でありながら舗装をしていなくて、

水たまりというような問題を議会で指摘しました。 

 それから、前、旧真玉時代に問題になった黒土の

御弘法様の道路の問題とか、いろいろここの議会で

議論になった問題について、今度の４億の中にどれ

だけ見込まれているのか、４億の内訳について、新

規事業があるのか、継続事業なのかどうなのか、生

活道路、あるいは救急車や消防車が入れない道路に

ついての改良工事、この辺をやるのかというのを市

民にわかるように説明してもらいたいと思います。 

 次が、時間の関係もありますので、中央公園の整

備については省きます。 

 あと関連一般質問、まだあるね、市営住宅の関係

で、改修費が７，２００万組まれておるんですけれ

ども、どういう事業なのか、あとの関連があります

のでね。 

 それから、シカやイノシシの対策費用で２００万

組まれておりますけれども、ほんの一言でいいです

から、事業内容を説明してもらいたい。 

 それから、公民館の整備について予算が組まれま

したけれども、これは東都甲の公民館の瓦替えのよ

うですけれども、耐用年数がそう経っているのかな

と思うんですけれども、実際どういう事業なのか、

説明してもらいたい。 

 あと、関連一般質問で、住宅の関係で、前の倉田

市長時代に地域の皆さんの協力を求めて、玉津の坂

ノ上から美和の向鍛冶屋地域の水田や畑や竹山など

を約５町５反買収をしまして、早速、下水道工事も

行う、水道工事も行うと、それぞれ先行投資をして、

団地建設に向けて進めてきたんですね。 

 ところが、永松市長に代わったら、あれは前の市

長がやったことだから、おれはそんなことをという

ことでそっぽを向いて、とうとう１０年以上経って

しまいました。地域の皆さんから、これは典型じゃ

ないかと、あれだけ費用をかけて、竹山から草から

切って整備したものが、いまはもう山の山になって

しまいましたわね。この現状を永松市長はどう見る

のかね。 

 住宅といえば、今度は宇佐との境の境地域に次々

と新たに土地を求めてやっていますけれども、おか

しいんじゃないかと、市民の批判の声が高いんです

けれども、定住対策と言うならば、次々と民間アパー

トが建っていますけれども、民間が建っているから

公共の建物が要らないということにならないと思う

んですよね。いわゆる安い家賃で皆さんが安心して

豊後高田に住んでもらう、子どもを産み育ててもら

うということが大事だと思うので、今後の計画につ

いて明らかにしてもらいたいと思います。 

 次は、玉津の商店街対策についてであります。 

 当時、私も区長をしておりまして、玉津に団地が

できることによって、玉津の商店街も潤いますよと

いうことで、商店街の方が非常に喜んでおったんで

すよ。現状を見てください。桂橋を５月１２日から

通行止めにしたために、なお売り上げが減ったと、

ほとんど車の流れはありません。人の流れもありま

せん。何か、先程、高齢者のまち玉津というふうに

位置づけて市長はやるそうですけれども、具体的に

玉津の商店街の活性化にどう取り組もうとするのか、

昭和の町、昭和の町と看板はいいんですけれども、

玉津側も昭和の町８商店街の内の二つが入っている

わけですね。具体的にどうするのかね。 

 いままで、私の調査では、補助金を使って店舗を

改修したのは２件だけ、しかもその２件ともどちら

もいまは店は利用されていない状況をどう見るのか、

市長、今後、玉津をどうするのか、明らかにしても

らいたいと思います。 

 次が、市営住宅の営繕関係なんですけれども、今
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年の４月から家賃の改定がありまして、下がったと

ころは１００円下がったところもありますけれども、

所得の高い方については市営住宅の家賃がそれぞれ

上がりました。しかしながら、市内の旧高田でも真

玉でも香々地でも、それぞれ住宅が老朽化していま

して、長年、新しい市営住宅を建てていないんです

よ。だから、営繕要求が非常に高いです。担当課に

対しても、こうしてほしい、こうしてくれと、いろ

いろ要望があっているんだけども、幾ら要望しても

できないという不満がたくさんあります。 

 よって、今回、これだけまた７，０００なんぼの

改修をやるというんだけれども、営繕関係でどれぐ

らい見ているのかね。要望の７、８０パーセントぐ

らい解決しているのか、半分ぐらいなのか、要望事

項についてはすべて解決するようにしてほしいと思

うんですよ。私の友達なんかも、なんぼ言ってもで

きんから、何とか無理して安くてサッシを入れかえ

たとか、自費でね、そういう話も聞いておりますの

で、やはり環境整備に力を入れないと、市長は定住

対策と言いましても、古い住宅には若い人は全く入

りませんよ。だから、そういう関係、営繕関係をど

うするのか、明らかにしてもらいたいと思います。 

 次は、公衆トイレの問題で、公民館を改修すると

いうが、中央公民館の利用者の話を聞きますと、２

階に各教室がありまして、利用者がかなりあるけれ

ども、和式のトイレだけで洋式がないというんです

ね。現在、洋式がないと、和服姿の方々は利用しに

くいと言われています。 

 前、共産党の旦部議員がお年寄りの要求を取り上

げて、河内の公民館など地区公民館で、和式のトイ

レしかないじゃないかと、洋式に変えろと要求しま

して、倉田市長がそれはそういうことだということ

で変えた例があります。中央公民館を調べてみまし

たら、下にはあるけど上がないと、それをやる。 

 それから、富貴寺の駐車場にあります観光トイレ

を始め、市内の観光トイレで、まだ古いものは和式

のままが残っているものがあります。そういうとこ

ろについても、やはり住民のニーズに応えて、洋式

に変えるべきだと思うんですけれども、その見解を

求めます。 

 次が、第４３号議案、敬老年金の廃止をするとい

う議案についてであります。 

 これは、合併によりまして、旧豊後高田市民はい

ままで１万２，０００円もらっていたものが１万円

に下げられて、合併していいことは一つもないとい

う声になっているんですよね。ところが、今度はい

よいよ合併して４年経ちましたら、今年の分から廃

止をすると。これは突然のお話で、そんなばかなこ

とがあるかと、市長は無投票で通ったからと、余り

にもワンマン過ぎやせんかという声がありますよ。

これはお年寄りは怒りますよ、これを知ったら。撤

回してもらいたいと思うんですけど、市長、どうで

すか、これは。あとは再質問で議論します。 

 それから、４４号議案の定住構想の条例議案なん

ですけれども、いま、明石議員からどういう事業、

定住構想とはどういうものか、それからどういうこ

とを協定の中身に考えているかということで答弁が

あったんですけれども、これは平成の合併を国が進

めましたけど、思うとおりに進まなかって、なかな

か１０万都市づくりができなくて、当初は宇佐高田

１本の市の予定だったんだけど、別々になったと。

それでも、全国的になかなかうまくいかないで、約

２，０００ぐらいになったんですけれども、どうし

ても国のほうは１，０００ぐらいの自治体をつくり

たいというねらいがあるんですよね。そういうこと

の走りで、今度は合併とは違って、定住圏構想とい

う形で打ち出して、１０万から２０万の市をつくっ

ていこうということで、中心市を中心に周辺の皆さ

んと協定してやろうということになっているんです

よ。 

 よって、私は、第１の質問は、こういう大事な問

題が、それで我々が同意してやるかやらんかという

前に、どういう構想なんやと。いまは中津を中心に

して、中津の隣、隣、隣、豊前市まで含めて全部で

７市町村で協定、定住圏構想を結ぼうとしているん

ですけれども、それはどういうことなんやというの

をやはり市民の代表である議会に対しては前もって

資料も渡して説明すると、市長、それが当然のこと

と思いませんか、市長として。 

 議案を出した、とにかく議会というのは市長のイ

エスマンだと、ただ賛成すればいいような機関なん

だと、これでは議会の本当の役割を果たしていると

いうことにならないと思うんですよね。ああ、大石

がやあやあ言えばいいと、あとは全部賛成だと、私

はこれ賛成反対するかは、まだ議論をした結果、決

めたいと思っているんですよ。反対するとは言って

いないですよ。 

 しかし、どういうものかと、合併の時には随分議

論をしたでしょう。何か市長もこれを余り理解して

いないんじゃないの。ただ、小児救急医療体制云々



６月９日 

- 11 -  

という、それだけの問題じゃないんですよね。たま

たま宇佐、高田、中津で小児医療体制を議論してい

る時に、この発想が出てきたから、これに乗せたら

どうかと、いいですよということになっただけね。

いいですよと言ったとたんに、どんどん条件が変わっ

てきて、三つの協定内容が入らないといかんごとなっ

たでしょう。最初はそんなことはなかったんですよ

ね。時期も急げ急げで、中津が全国で一番最後になっ

たわけなんですけど、宇佐の市長、高田の市長選挙

があったためにですね。 

 しかし、こんな大事な問題が議会に事前の何も説

明をしないまま、とにかく議案を出したんだと。提

案理由説明の中でも、ほんのわずかちらっとやった

ぐらいでしょう。いま、中嶋課長が、立派なもんで

すよ、課長はあれだけ説明しきるちゃね、短時間で

あれできるもんじゃないです。でも、いまから問題

なんですよね。どういう協定を結ぶかというのは、

いままで広域圏だとか、一部事務組合についてはそ

れぞれ議会があって、そこで議論をして議決をしよっ

たわけね。今度はそうじゃないんですよね。 

 一部事務組合も広域圏も、これで終わりなんです

よね。今後、その事業をやっても、補助金が打ち切

られるんですよ。やるところは自主的に続けてもい

いですよと、補助金を打ち切ってしまうちゅわけよ

ね。ごみ処理場がどうなるかが大きな問題になって

きました。今度は定住圏構想でやるちゅうわけでしょ

う。いままでは１本でやりよったのに、今度はそう

じゃないんですよね。中津市と豊後高田で協定を結

ぶと、この二つだけの協定なので、宇佐市と中津で

協定を結ぶ、豊前市と中津の協定なんですよ。１本

の協定じゃないんですよね。それぞれ協定内容が違っ

てくるんですよ。だから、法的には豊後高田市が協

定を結ばなくても、中津を中心圏でやれるんですよ

ね。 

 それで、事前説明が要ったと思うんですけれども、

なぜ事前説明をしなかったのか、市長の態度を表明

をしてください。 

 次が、この事業をやることによって、市民の立場

に立てば、どういう有利な点があると、確かに財政

面もありますよ。もうすでに１億４，９００万円、

交付金が来ていますし、豊後高田市独自に１，００

０万もらえますね。１億４，９００万円は７市町村

で使えるわけなんですけれども、そういう問題があ

りますよ。合併と同じですよ。合併債が使えるよ、

使えるよと、えさを与えますよ、それはね。よって、

市民から見た場合に、この構想に入って、中心市の

中津と豊後高田市が協定を結ぶことによって、どう

いう恩恵があるのか、メリットがあるのか、デメリッ

ト的にはどういうことが考えられるのか、市長から

明らかにしてください。 

 それから、３番目は、まだまだ今回、いま、市長

が議決をしようとしているけれども、これを議決し

たら、協定書の議決がまた出てくるんですよね。中

津に聞いてみましても、今回議決しなくても間に合

うようなので、９月まで継続審査にして、どうせ私

どもの総務委員会にかかりますから、継続審査にし

て議論するのか、それとも市長が１回撤回して、も

う一回、全員協議会なりを開いて議員の意見を聞い

て、どうするかという議論をしてもらいたいと思う

んですが、どうでしょうか、市長の見解を求めます。 

 最後に、関連一般質問で、安田小児科が地域に大

変貢献してきたんですけれども、ちょっとなくなり

まして、市民にとっては大変なことになっているん

ですけれども、中央病院にでも小児科を何とか誘致

できないのか、市長の見解を求めます。 

 以上であります。 

○議長（鴛海政幸君） 市民課長橋本和明君。 

○市民課長（橋本和明君） 第３８号議案の防犯灯

維持補助金申請の周知徹底と橋りょう等の街路灯の

電気料補助についてお答えいたします。 

 防犯灯の補助金申請につきましては、毎年度、全

自治委員さんへ補助金交付申請書の提出方を文書に

てお知らせしているところでございます。今回、補

助が増額したことも、補助金申請依頼時にお伝えし

たいと考えております。 

 小田原自治会内の橋りょうに設置しています街路

灯につきましては、地元自治会が電気料を負担する

ということで設置をしたものと聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 福祉事務所長安東良介君。 

○福祉事務所長（安東良介君） 第３８号議案の敬

老会実施事業補助金についてお答えします。 

 敬老会につきましては、ご案内のように、香々地、

真玉地域においては、公民館や体育センターに各地

域全体の対象者を案内する形で市が直営で開催し、

高田地域では自治会等に対する補助金交付方式で実

施してまいったところでございます。 

 先の定例会の中で、山本議員のご質問にご答弁申

し上げましたように、香々地、真玉地域においては

年々参加者が減少している状況であり、各地域の自
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治委員さんや関係団体の方々から補助金方式へ移行

したいとの要望があったところでございます。 

 また、本市以外で市が直営で開催している自治体

はないという状況等を踏まえまして、本年度より市

内全体を対象に補助金交付方式で実施してまいりた

いと考えております。 

 補助金の交付に当たっては、真に地域の高齢者の

多年にわたる社会貢献に感謝するとともに、老人を

敬愛し、長寿を祝うという敬老の趣旨はもとより、

地域における高齢者と青壮年層の方たちや、関係が

希薄になりつつある近隣住民とのコミュニケーショ

ンを深める場として敬老行事を実施し、補助金をご

活用いただきたいと思っております。 

 具体的には、満７０歳以上の方を敬老対象者とし、

老人福祉法に規定された老人週間を含む９月を豊後

高田市敬老月間と位置づけ、概ねこの敬老月間内に

開催される敬老会で、その自治会等に所属する敬老

対象者が一堂に会して参加していることなどを条件

とし、その開催に要した経費の一部を助成したいと

考えております。 

 また、補助金額についてでございますが、自治会

等の新たな行事として定着していただくために、こ

れまでの高田地域における基準単価１人当たり１，

０００円に、行事開催に関して必要な事務費として

２０パーセントを加算した１，２００円に、敬老会

に参加した対象者数を乗じた額を交付したいと思っ

ております。 

 なお、議員ご質疑の補助金の交付対象の徹底につ

いてでございますが、本来の事業目的のとおり、敬

老会を実施する自治会等へ交付するものでございま

す。 

 次に、第４３号議案についてお答えします。 

 敬老年金制度につきましては、県下のほとんどの

市において、合併時、もしくは合併のあとに廃止を

している状況であります。本市におきましても、敬

老年金や、先程ご答弁申し上げました敬老会等を含

めた敬老事業の包括的な見直しにより、廃止するも

のでございます。 

 なお、近年、ひとり暮らしの高齢者数が増加して

おり、最近では市内でこうしたひとり暮らしの方が

火事に見舞われ亡くなられる悲惨な事故や、自宅で

亡くなって数日後に発見されるという痛ましい出来

事が数件発生しており、市といたしましても重く受

けとめているところでございます。 

 今後は、このような悲しい出来事が二度と起きな

いことを願うとともに、こうしたひとり暮らしの方々

が住みなれた地域の中で安全で安心して生活できる

ための施策に重点を置きながら、検討を重ねてまいっ

たところでございます。 

 その中で、まず実施したいのが、ひとり暮らしの

高齢者対策であります。そこで、本年度より、ケー

ブルネットワークを利用し、ひとり暮らし高齢者等

の安否を人感センサーを使って確認する安否確認

ネットワーク事業を実施し、そのセンサーの設置に

係る費用の全額を助成してまいりたいと思っており

ます。 

 また、緊急通報システム事業につきましても、高

齢者に対する安全の確保及び精神的な不安を解消す

るための新たな事業として、推進してまいりたいと

考えております。 

 なお、これらのサービスをご利用いただくために

は、ケーブルネットワーク事業への加入が必須とな

ります。しかしながら、現在、ひとり暮らしの高齢

者の方で、加入されていない世帯も多くございます。

したがいまして、より多くの方々がこのサービスを

利用しやすくなるよう、今年度より８０歳以上の高

齢者世帯に対するケーブルテレビ使用料の免除等を

行い、利用対象者の加入促進に努めながら、これら

事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君） 第３８号議案の商

工業振興費の補正予算に関するご質疑に対してお答

えいたします。 

 まず、中心市街地拠点施設整備事業を昨年度実施

できなかった理由でございますけれども、まちづく

り交付金事業の手続きの関係及び内部検討などに時

間を要したことによりまして、最終的には事業を実

施できなかったということでございます。本年度に

つきましても、再度予算をお願いを今回いたしまし

て、今年度中には事業実施をしたいと思っています

し、完了まで実施していきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、昭和の町関連の各補助金に関する要望

に関する件数に関するご質問でございますけれども、

基本的には中心市街地活性化基本計画及び都市再生

整備計画に基づく計画ベースのものを予算計上させ

ていただいております。一店一宝等展示施設が５店

舗、町並み景観が５店舗、空き店舗が３店舗、戦略

的空き店舗が１店舗という形で予算計上させていた
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だいておりますが、現在のところ、具体的に今年度

の要望を受けているわけではございません。今後、

商工会議所などと検討、協議しながら、これまでの

中で潜在的なお店等もございますので、募集をして

まいりたいというふうに考えております。 

 それから、関連の一般質問につきましてお答えい

たします。 

 玉津地区につきましては、これまで議員おっしゃ

いましたように、平成１７年度にチャレンジショッ

プ事業を２件、それぞれ支援してきたところでござ

いますけれども、ご指摘のとおり、現在、いずれの

店舗も閉店している状況でございます。大変、私ど

もとしましても非常に残念な思いでございますけれ

ども、ただ玉津地区においてもそば屋さんの成功の

事例もございますので、きちんとしたコンセプトを

持たせた空き店舗対策等に取り組めば、今後、成果

は表れるんじゃないかなというふうに考えておりま

す。 

 そういった部分では、平成１９年に内閣総理大臣

の認定をいただきました中心市街地活性化基本計画

におきまして、玉津地区のコンセプトを確立させま

したので、空き店舗対策を含めて、コンセプトに沿っ

た取り組みを進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それから、もう一つ、議案関連の一般質問で、観

光トイレの関係でございますけれども、生活様式の

変化及び高齢化社会の進展に伴いまして、近年、観

光の公衆トイレにつきましても洋式トイレへのニー

ズが高まってきているという現状を認識しておりま

す。先般、富貴寺の公衆トイレにつきましては、地

元と共同で１箇所、洋式便座へと改修をしたところ

でございます。 

 今後とも、限られた予算の中ではございますけれ

ども、利用状況等を勘案しながら、必要に応じて洋

式トイレの改修を検討してまいりたいというふうに

考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（鴛海政幸君） 建設課長野村信隆君。 

○建設課長（野村信隆君） それでは、３８号議案

の道路工事費についてお答えします。 

 道路工事費の内訳といたしましては、過疎対策事

業の市道草地黒松線の改良分９４０万円、地域活力

基盤創造交付金事業、市道縦貫線の改良部分５，６

１０万円、道整備交付金事業の市道堀切線の改良分

７，３８５万円、まちづくり交付金事業の桂橋架替

分２億５，０３０万円、それから単独事業といたし

まして、楢林区内２号線ほか５路線改良分として１，

６８５万円を予算計上しております。 

 なお、これら道路事業につきましては、一部の単

独事業を除きまして、ほとんどが国庫補助金及び過

疎債等、交付税措置の大きい優良債を活用して実施

するものであります。 

 次に、住宅建設費でありますが、今回、地域住宅

交付金事業という国庫補助事業を活用いたしまして、

市営住宅への下水道の接続工事、それから合併処理

浄化槽の設置工事、階段部への手すりの設置工事、

火災報知機の設置工事、受水槽の設置工事を行うも

のであります。 

 次に、関連一般質問の玉津団地についてでありま

すが、当団地につきましては、これまで地元地域の

意向を踏まえながら、立木伐採や草刈り等の環境保

全対策を行ってきたところでありますが、現在、県

と開発行為の最終協議を行っているところでありま

す。 

 次に、市営住宅の営繕対策についてでありますが、

住宅の基礎、土台、床、柱、壁、階段、屋根などの

主要構造部及び給排水、電気施設などの機関部の修

繕で、入居者の過失や無理な使用によるものでない

ものについては市で修理費を負担しております。そ

れ以外については、入居者が負担することを入居者

のしおりに基づき入居時に説明しており、その区分

により、市が修繕すべきところは市で対応している

ところであります。 

 なお、２０年度の実績として市営住宅の修繕費で

すけど、５７４件、１，３２０万円を支出しており

ます。それから、工事費は別として４７３万円支出

しておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 農林振興課長井上晃一君。 

○農林振興課長（井上晃一君） シカ、イノシシ被

害防止対策についてお答えをいたします。 

 今回の補正予算におきまして、有害鳥獣被害防止

対策事業費補助金といたしまして、２００万円を計

上いたしております。事業内容につきましては、電

気防護柵５０セットの設置、事業費の内訳につきま

しては、県、市、地元、それぞれ３分の１の負担割

合でございます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 教育庁総務課長奥田秀穂君。 
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○教育庁総務課長（奥田秀穂君） 第３８号議案、

公民館施設整備工事についてお答えいたします。 

 工事の内容でございますが、東都甲公民館が築３

１年を経過しており、屋根瓦の老朽化のため、瓦の

取替工事を行うものでございます。 

 また、関連一般質問の中央公民館の２階部分の洋

式トイレの改修工事につきましては、今後、地区公

民館もあわせ充分な調査を行い、市民がより快適に

利用できるよう、計画的に整備してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 市参事兼企画情報課長中嶋

栄治君。 

○市参事兼企画情報課長（中嶋栄治君） 第４４号

議案に関する質疑についてお答えいたします。 

 定住自立圏構想の制度概要や中津市を中心とする

定住自立圏構想での連携予定の項目につきましては、

先程、明石議員の議案質疑にお答えいたしましたと

おりでございます。中津市には、本制度の先行実施

団体となっており、中心市宣言を急ぐようにとの国

からの指導があったため、急遽予定を繰り上げたい

との連絡があり、当方も性急な申し出ではあると思

いましたが、直ちに議長にお願いをいたしまして、

各会派代表者会議を開催いただき、議長、副議長同

席の上、本構想の概要及び必要性についてご説明し、

ご理解をいただいたところでございます。 

 次に、推進上のメリット、デメリットについてで

ありますが、小児救急医療の確保は本市にとって大

変大きな課題と考えており、本市だけで解決するこ

とは、医師確保の観点や財政面から非常に困難であ

ります。このため、本構想で見込まれる財政支援措

置を有効に活用し、小児救急医療を確保することは

市民の皆様にも大きなメリットであると考えており

ます。 

 また、本構想に基づく協定及び共生ビジョンの策

定においても、中心市である中津市は周辺市への配

慮を行うこととされており、本市といたしましても

充分に協議を行いたいと考えておりますので、デメ

リットはないものと理解いたしております。 

 次に、本議案を撤回すべきではないかとのことで

ございますが、議会の議決事件に関しましては、地

方自治法等の法令による規定によるものであります

が、定住自立圏形成協定の締結等を議会の議決事件

とする規定はございません。このため、本議案は地

方自治法第９６条第２項の規定により、本構想に基

づき互いに連携協力する具体的な取り組みを規定す

る定住自立圏形成協定の締結及び変更並びに廃止す

る旨の通告を議会の議決事件として定めるものでご

ざいます。 

 今後、９月定例会を目処に、定住自立圏形成協定

案のご審議をお願いすることを予定いたしており、

本議案と同時に上程することができませんので、本

定例会に提案し、ご審議をお願い申し上げているも

のでございます。 

○議長（鴛海政幸君） 子育て・健康推進課長安東

道男君。 

○子育て・健康推進課長（安東道男君） 第４４号

議案、関連一般質問の小児科医院閉院による今後の

対応についてお答えします。 

 市内において唯一の小児科医院が、先生のご都合

により、今年３月末をもって閉院し、小児科専門医

が不在となりました。近年の小児科医師の不足等、

さまざまな事情により、小児科医の確保は難しいと

思われますが、豊後高田市医師会とも協議をする中

で、大分大学医学部へ、市長、医師会長が小児科医

師の派遣要望をしてきたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） では、再質疑を行います。 

 最初に、補正予算の関連で、防犯灯補助について

なんですが、課長から補助金が増額した旨も各自治

会長にはお知らせするということだから、それは大

変いいことだと思います。評価をいたします。 

 よって、市長に聞きたいのは、昭和の町関連で、

それぞれ商店街の入り口に広告塔を造りましたわね。

夜、電気が点いているんですよね。昨日も中町の商

店街の方からあったんですけれども、桂川が通行止

めになって、夜も何も玉津の町は死んだような状況

になってしもうたと、あれはもう切ってもらいたい

んだという意見があるぐらい、やっぱり電気料の補

助ちゅうのがね商店街にとっても大変になっている

んですよ。だから、防犯灯で３割助成するならば、

商店街のこれは真玉も香々地も含めて、商店街の街

路灯についてもこれと同じような形で助成をすべき

ではないかなと、これが地元商店街の振興につなが

ると思うんですけど、市長の見解を求めます、一つ

ね。 

 それから、二つ目は、先程指摘しました森から小

田原に抜けての農道の橋の件ですね。これは市長が

一番詳しいことですから、いまの市民課長の答弁で
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は、いや電気料は地元が払うということで設置した

んだと、そうなった、そういう書類も市長のところ

にあるように聞いています。 

 しかしながら、やっぱりあれは公道でしょう。地

元が払うというのなら、地元はその点の話を聞いて

いまして、それは防犯灯的役割を果たすならば、夜

の１０時までで切ろうかとしたと、いや、公共の道

路なんだから一晩中つけとかにゃいかんということ

で一晩中つけて、電気料は高いですわね、水銀灯だ

から、二つの橋のね。ところが、あそこに火葬場が

できたら、それは全部市が見てあげましょうと、こ

うなったわけでしょう。 

 だから、これ基本的には公道ですから、地区の方

が通っているんじゃないんですよ。日本じゅう、世

界じゅうの人があそこを通ろうと思ったら通れるわ

けですから、しかも防犯的な役割じゃなくて、いわ

ゆる公道としての橋の安全を守るためということに

なれば、やはり市が負担すべきだと思うけん、市長

はどうですかと。 

 それから、それとの関連では、私の調査によりま

すと、旧真玉町時代は２１３号線から真玉温泉、ス

パランド真玉に行く途中に相当ついていますが、す

べて町がつけて設置をして、いまは豊後高田市が電

気料を払っているんですよね、そうでしょう。それ

から見たら、おかしいでしょうが。小田原の分だけ

は、公道でありながら、地元が持ちなさい、３割負

担にはなりませんと。最低３割負担を出す、基本的

には全額市が見ると、真玉の住民に見れというんじゃ

ないんです、真玉と同じように、そういうところに

ついても市が見るのが当然じゃないかと。 

 もう一点言いますと、いわゆる未解放部落につい

ても、それぞれ大量の街路灯がついていますけれど

も、全部市が見ているじゃありませんか。それから

見ましたら、小田原の分も見るべきじゃないか、商

店街の分もせめて助成をすべきじゃないかと、市長

の見解を求めます。 

 次が、シカ、イノシシ対策なんですけど、今回２

００万の事業で１００万ずつ県、市が出すんですけ

れども、防護柵もそれは効果がありますが、それは

杉林だとか田んぼにイノシシやシカが入らないため

で、防護柵をつくった中の方は被害がないでいいわ

けなんだけども、その分よそに行きますからね、そ

こに被害がないから、よそに行くということになる

でしょう。孟宗竹がなくなったら、今度は破竹を食っ

てしもうた、今度は真竹まで食おうかというぐらい

になっていますわね、いま。 

 よって、だから私はいろいろ農家の人と話してみ

ても、国東半島からシカやイノシシを、シカをなく

せというのは無理やけど、イノシシはなくなってほ

しいですよね。だから、国東半島が市長が音頭をとっ

て、市長いいですか、聞いていますか、市長、市長

が音頭をとって、もう合併しましたから、杵築と国

東と高田じゃわな、音頭をとってやっぱり一斉駆除

で駆除対策、あらゆる方法で駆除すると、繁殖を防

ぐということにならないと、これは被害が広がるばっ

かりですよ、そうでしょう。 

 そういうことで、もっと駆除対策に猟師に対して

も助成額を増やして、猟師の協力を得て、国東半島

からイノシシは退治するという作戦をとったらどう

かと思うので、市長の見解を求めます。市長、それ

はそういうことで新聞記事にならんといかん、昭和

の町なんて飽いたと言いよりますよ。過疎対策で、

人間よりもイノシシのほうが多うなるぐらいやから、

永松市長が先頭に立って、国東や杵築の市長とも協

議して、いいことをやったと、それもテレビにも出

るぐらいやったらどうでしょうか、市長。 

 次は、玉津商店街についてです。そば屋さんは、

本当おかげで繁盛しておりまして、市民の皆さんの

協力に感謝したいと思います。 

 しかしながら、私も長年、玉津に住んでおります

けど、本当に寂しい思いをします。桂川の通行止め

になったらなおさらのことで、がりがりきているん

ですよ。この時に、先程市長の提案理由説明の中で、

「高齢者のまち玉津」で云々と言うけども、高齢者

は玉津だけじゃない、どこも高齢者ですよね。農村

部のほうはもっと高齢者化は高いですよ。玉津を市

長どうするのか、先程は市長が一言も答弁しなかっ

たんだから、そば屋さんに続いて玉津商店街をどう

するのか、市長の構想を明らかにしてください。 

 それから、あと時間がないけんね、８、９分じゃ

ね、あとは敬老年金の廃止について、市長は提案理

由説明の中でこう言いましたわね。さっきも所長か

らもあったように、緊急通報システム、それから安

否確認見守りネットワークの事業を実施すると、そ

のためにはいまは高齢者のケーブルテレビの加入率

が悪いと、だから宅内工事も緩和させるし、使用料

についても免除してという、いままでにないことを

やろうというのが提案なんですよね。 

 だから、それならそれをやるから、８５歳以上の

人のいままで当てにしておった１万円を打ち切って



６月９日 

 - 16 - 

よいかというの、それは同意しませんよ、そうでしょ

う。それとすり替えにやったらどういう問題が起こ

るかといったら、いままで先に入っちょる人はばか

みたいやないかと。いままでケーブルテレビで一番

言われたのは、ごね得になったらいかんですよと、

あとから入った人が得をするようなことになったら

いかんですよと言いよったわけよね。今度はごね得

と一緒やないか、あとからした人は宅内工事も利用

料もみんなただにしますよというのはね。 

 私は、それをいまするなと言ってないですよ。す

るなら、高齢者対策、前までさかのぼって同じ扱い、

利用料についてもさかのぼるべきだというふうに思

うんですよ。どうしてもあなたが８５歳以上を切る

というならね。これは、ケーブルテレビの使用料に

ついても、宅内工事についても、今後すると同じよ

うに、いままでやったところについてもさかのぼっ

て実施するというなら、なんぼかお年寄りはこらえ

られますよ。 

 でないと、８５歳を打ち切られて、それからもう

一方、安否確認の事業や緊急通報システムの事業を

やってみても、宇佐は一部料金を取るんですけれど

も、うちはこれを無料でやるから、それは無料でや

ることは評価するんですけど、問題はケーブルテレ

ビにつなぎ込まないといかんわけよね、それぞれが

ね。ところが、いままで高齢者がケーブルテレビに

加入しなかったのは、料金が高いからというよりは、

むしろ私は先が短いと、ひとり暮らし、二人暮らし

じゃから、先が短くて、なかなかそれは利用できな

いんじゃないかと。 

 インターネット的な感覚がありますから、そうい

うこともあったから、金額の問題だけじゃないと思

うんですよ。そんなことはしゃあしいということが

あるので、今度、こういう形で助成措置をとってみ

ても、なかなか加入というのは大変じゃないかとい

うこともあるんですが、打ち切るとの関係で、本当

に基本的には全戸を、いまは緊急通報システムで約

１００軒ぐらいでしょう。いま、８０歳以上につい

ては、すべて緊急通報システムを設置するというこ

とでいいですか。それから、安否確認システムをこ

れ全部無料でやるんですから、やるということでい

いですか、市長の見解を求めます。 

○議長（鴛海政幸君） 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君） それでは、私のほうから、

防犯灯関係と年金関係についてご答弁申し上げます。 

 商店街については、私は今のところは商店街でやっ

ていただきたいと思っているところでございます。 

 それから、小田原の街路灯につきましては、これ

は私どもは随分できないということの中で、それで

小田原地区の人たちが自分たちでするからというこ

とで、県にそういうものをさせたわけであります。

そういう面では、初めからほかのところも橋には造っ

ておりませんから、小田原地区だけ橋に造るように

という話でしたから、それは小田原地区、河内地区

のそういうものを農道につけるということにはなら

ないということでしておりましたから、そういう関

係からしていないということであります。 

 それから、年金の話でございますけれども、いま、

県下で年金の現在、昨年まであるのが私どもを含め

て３市でありました。今年で、私どもともう１市が

なくなります。ということは、この制度というもの

が合併の時にほとんどのところはなくしているわけ

であります。それで、私どもも、いつかこういう制

度を改定しなきゃならんと思っておりまして、そう

いう面では、今年からは多分１市だけになるだろう

と思います。 

 だから、これとそれとはまた別な話なんですけれ

ども、一応制度的なものとして、いまお話ししまし

たように、敬老会、それからまたそういうような高

齢者対策ということの中でそういうものをやるとい

う、だからこれに代わるものということではないと

いうこと、それは所長の説明の中でもそういうつも

りで説明したわけであります。 

 ほかにつきましては、担当課長に説明させます。

以上です。 

○議長（鴛海政幸君） 農林振興課長井上晃一君。 

○農林振興課長（井上晃一君） それでは、シカ、

イノシシ被害防止対策の再質問にお答えをいたしま

す。 

 議員のおっしゃいますように、やはり防護と駆除、

これは一体的に推進していかなければ、なかなか効

果が表れないというふうにも考えております。そう

いう意味で、昨年１１月に、豊後高田市の有害鳥獣

被害防止対策協議会を設置をいたしております。こ

の中でそういった議論も重ねながら、国、県の補助

事業を活用して、ただ今申しましたように、同時に

事業推進をしてまいりますし、またその効果をまた

期待をしているところでございます。 

 また、広域的に駆除したらどうかということでご

ざいますけども、現在、県下一斉で年２回の駆除実

施をいたしております。 



６月９日 

- 17 -  

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 福祉事務所長安東良介君。 

○福祉事務所長（安東良介君） 大石議員の再質疑

にお答えをいたします。 

 安否確認並びに緊急通報の推進についてでござい

ますが、できる限り多くの高齢者の方々にご活用い

ただきたいと考えておりますので、できる限りの推

進をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（鴛海政幸君） 商工観光課長佐藤之則君。 

○商工観光課長（佐藤之則君） 先程の玉津地区に

ついての具体的な取り組みについてお答えをさせて

いただきます。 

 中心市街地活性化計画、基本計画の中におきまし

て、「高齢者が楽しいおまち」という題名でさせてい

ただいております。具体的には、空きビルを活用し

た高齢者交流施設の整備、これが先程予算づけをさ

せていただいたものでございます。それから、商店

街に隣接する寺、それから商店街が持っている基本

的な資源、こういったものを活用しての連携、それ

から空き店舗を活用した魅力ある店舗の誘致、こう

いったものを骨子としてやっていきたいと思ってい

ます。そして、高齢者の市民が交流をする場と位置

づけ、プラスアルファとしまして、昭和の町に訪れ

ている観光客をこの中にまた誘導していくというこ

とも考えております。 

 これまでの取り組みの中で、１９年度、２０年度、

２年連続して玉津地区の皆さん、商店街の皆さん、

それから上町の皆さんが、高齢者趣味の手習い展、

それから手打ちそば、こういった取り組みをイベン

トとして行っていただきました。こういった取り組

みを我々の取り組みの中に一緒にやっていただいて

いることに大変感謝いたしますとともに、今後とも

共同歩調でこういった取り組みを進めてまいりたい

と思っていますので、ぜひともよろしくお願いいた

します。 

○議長（鴛海政幸君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただ今議題となっております第３８号議案から第

４４号議案までについては、お手元に配付いたしま

した議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員

会に付託いたします。 

○議長（鴛海政幸君） 以上で本日の日程は全部終

了いたしました。 

 次の本会議は、明日午前１０時に再開し、一般質

問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

     午前１１時４４分 散会 
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